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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 3月 23日 (2006.3.23)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 図 柄 を 変 動 表 示 す る 変 動 表 示 手 段 と 、
　 ゲ ー ム 毎 に 内 部 当 選 役 を 決 定 す る 内 部 当 選 役 決 定 手 段 と 、
　 前 記 内 部 当 選 役 決 定 手 段 の 決 定 結 果 と 遊 技 者 の 停 止 操 作 と に 基 づ い て 前 記 変 動 表 示 手 段
の 変 動 表 示 動 作 を 停 止 制 御 す る 停 止 制 御 手 段 と 、
　 遊 技 者 に と っ て 有 利 な 状 況 を 発 生 さ せ る か 否 か を 決 定 す る 状 況 決 定 手 段 と 、
　 前 記 状 況 決 定 手 段 の 決 定 結 果 に 基 づ い て 前 記 有 利 な 状 況 が 発 生 す る か 否 か の 確 定 的 な 報
知 を 行 う 報 知 手 段 と 、
　 増 加 役 の 入 賞 が 成 立 す る こ と に よ り 発 生 す る 特 別 遊 技 状 態 の と き 、 前 記 報 知 の 態 様 と 関
連 す る 演 出 を 行 う 演 出 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 状 況 決 定 手 段 は 、 前 記 演 出 手 段 が 演 出 を 開 始 す る
前 に 前 記 決 定 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 報 知 手 段 及 び 前 記 演 出 手 段 は 、 一 の 液 晶 表
示 装 置 に よ り 実 現 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 報 知 の 態 様 は 、 物 語 の 一 部 を 構
成 し 、 前 記 演 出 の 態 様 は 、 前 記 物 語 の う ち 、 前 記 報 知 の 態 様 が 構 成 す る 部 分 以 外 の 全 部 又
は 一 部 を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 物 語 は 、 複 数 の ゲ ー ム に わ た っ て 続 く こ と を 特 徴
と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 物 語 の 全 部 又 は 一 部 は 、 所 定 の 遊 技 状 態 に お い て
、 複 数 の ゲ ー ム に わ た っ て 続 く こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、 前 記 有 利 な 状 況 は 、 前 記 報 知 が 行 わ



れ た 後 で あ っ て 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 中 に 又 は 前 記 特 別 遊 技 状 態 が 終 了 し た 後 に 発 生 す る こ
と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 一 の 発 生 条 件 は 、 一 般 遊 技 状 態 の 「 Ｎ Ｔ 」 に お い て 、 「 ベ ル の 小 役 」 に 内 部 当 選 す る こ
と （ 後 述 の 図 １ ９ の Ｓ ４ １ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” ） 、 所 定 確 率 で 当 選 す る 抽 選 に お い て 当 選
す る こ と （ 後 述 の 図 １ ９ の Ｓ ４ ３ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” ） 、 及 び “ ベ ル － ベ ル － ベ ル ” を 有
効 ラ イ ン 上 に 揃 え る こ と （ 後 述 の 図 ２ ５ の Ｓ １ １ ５ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” ） で あ る 。 こ の 発
生 条 件 が 成 立 す る こ と と な る 確 率 は 、 「 ベ ル の 小 役 」 に 内 部 当 選 す る 確 率 （ 例 え ば 、 “ 1/
3” ） 、 抽 選 に お い て 当 選 す る こ と と な る 確 率 （ 例 え ば 、 “ 1/40” ） 、 及 び “ ベ ル － ベ ル
－ ベ ル ” 有 効 ラ イ ン 上 に 揃 う 確 率 （ “ 1/6” ） を 掛 け る こ と に よ り 、 “ 1/720” と な る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ７ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 図 ６ （ ２ ） は 、 １ 回 目 の Ｒ Ｂ 遊 技 状 態 に お い て 表 示 さ れ る 画 像 の 例 を 示 す 。 こ の 画 像 で
は 、 キ ャ ラ ク タ Ａ と キ ャ ラ ク タ Ｂ と が 競 り 合 い 、 第 ３ の キ ャ ラ ク タ Ｃ が 他 の ２ 人 よ り 少 し

様 子 を 示 す 。 こ こ で 、 キ ャ ラ ク タ Ａ が レ ー ス に 優 勝 し た 場 合 に は 、 「 Ｓ Ｔ 」 が
発 生 す る こ と か ら 、 遊 技 者 は 、 「 Ｒ Ｂ 遊 技 状 態 」 に お い て も 表 示 画 面 ５ ａ の 表 示 内 容 に 注
目 す る こ と と な る 。 図 ６ （ ２ ） に 示 す よ う な 画 像 が 、 複 数 の ゲ ー ム に わ た っ て 表 示 さ れ 、
物 語 が 続 く 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ７ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 な お 、 表 示 画 面 ５ ａ 上 の 物 語 の 内 容 、 す な わ ち Ｓ Ｔ が 発 生 す る か 否 か の 確 定 的 な 報 知 の
態 様 、 及 び こ れ に 関 連 す る 演 出 の 態 様 は 、 後 述 の 図 ２ ８ の 処 理 で 一 緒 に 決 定 さ れ る 。 こ の
た め 、 確 定 的 な 報 知 、 す な わ ち Ｓ Ｔ が 発 生 す る か 否 か と 、 演 出 の 内 容 （ 例 え ば 、 図 ６ （ １
） ～ （ ３ ） の 内 容 ） と を 関 連 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 実 施 例 で は 、 Ｂ Ｂ 遊 技 状 態 の 遊
技 履 歴 に 基 づ い て （ 図 ２ の Ｓ １ ２ ８ の 判 別 に 基 づ い て ） 、 レ ー ス で 優 勝 す る キ ャ ラ ク タ
、 及 び 第 ３ 停 止 操 作 の 後 に 表 示 さ れ る 画 像 （ 例 え ば 、 図 ６ （ ４ ） ） の 内 容 が 変 更 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ０ ８ 】
　 「 停 止 制 御 テ ー ブ ル 」 に は 、 各 リ ー ル ３ Ｌ ， ３ Ｃ ， ３ Ｒ の 「 停 止 操 作 位 置 」 と 「 停 止 制
御 位 置 」 と が 示 さ れ て い る 。 「 停 止 操 作 位 置 」 は 、 各 リ ー ル ３ Ｌ ， ３ Ｃ ， ３ Ｒ に 対 応 し て
設 け ら れ た 停 止 ボ タ ン ７ Ｌ ， ７ Ｃ ， ７ Ｒ が 操 作 さ れ た と き 、 セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ に 位 置 し
て い た 図 柄 の コ ー ド ナ ン バ ー を 表 わ す 。 「 停 止 制 御 位 置 」 と は 、 停 止 操 作 が 行 わ れ た リ ー
ル が 停 止 し た と き 、 セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ の 位 置 に 停 止 表 示 さ れ る 図 柄 の コ ー ド ナ ン バ ー を
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表 わ す 。 こ こ で 、 本 実 施 例 で は 、 い わ ゆ る 「 滑 り コ マ 数 」 を 最 大 “ ４ コ マ ” と し て い る 。
例 え ば 、 右 の リ ー ル ３ Ｒ の 回 転 中 に お い て 、 コ ー ド ナ ン バ ー “ ０ ８ ” の “ 青 ７ （ 図 ２ の 図
柄 ９ １ ） ” が セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ の 位 置 に 到 達 し た と き 、 停 止 ボ タ ン ７ Ｒ が 操 作 さ れ
た 場 合 、 コ ー ド ナ ン バ ー “ １ ２ ” の “ チ ェ リ ー （ 図 ２ の 図 柄 ９ ７ ） ” を セ ン タ ー ラ イ ン ８
ｃ の 位 置 に 停 止 表 示 す る よ う に 右 の リ ー ル ３ を 停 止 制 御 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ １ ２ 】
　 図 １ ３ に お い て 、 右 の リ ー ル ３ Ｒ の 「 停 止 制 御 位 置 」 は 、 コ ー ド ナ ン バ ー “ ０ １ ” ， “
０ ５ ” ， “ １ ０ ” ， “ １ ４ ” 又 は “ １ ８ ” の い ず れ か で あ る 。 図 ２ に 示 す 図 柄 列 に お い て
、 こ れ ら に 対 応 す る 図 柄 は 、 “ ベ で あ る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ３ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ３ ８ 】
　 一 般 遊 技 状 態 で 「 ベ ル の 小 役 」 に 内 部 当 選 し た 場 合 に は 、 Ｓ ５ ４ の 処 理 に お い て 、 図 １
７ の Ｓ ２ ０ の 停 止 操 作 が 第 １ 停 止 操 作 で あ る か 否 か を 判 別 す る 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の
と き は 、 Ｓ ５ ５ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ６ ０ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ ５ ５ の 処 理 で
は 、 図 １ ７ の Ｓ １ ７ の 処 理 で 決 定 し た テ ー ブ ル 番 号 、 及 び 第 １ 停 止 操 作 が 行 わ れ た 停 止 ボ
タ ン に 基 づ い て 、 “ １ ５ 枚 ” の メ ダ ル が 払 出 さ れ る 「 ベ ル の 小 役 」 の 入 賞 成 立 の 可 能 性 が
あ る か ど う か を 判 別 す る 。 例 え ば 、 テ ー ブ ル 番 号 と し て “ １ ” が 選 択 さ れ て い る 場 合 、 第
１ 停 止 操 作 と し て 左 の 停 止 ボ タ ン ７ Ｌ が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 Ｓ ５ ５ の 判 別 は 、 “ Ｙ Ｅ Ｓ
” と な る 。 他 方 、 第 １ 停 止 操 作 と し て 中 央 又 は 右 の 停 止 ボ タ ン ７ 、 ７ が 操 作 さ れ た 場
合 に は 、 Ｓ ５ ５ の 判 別 は 、 “ Ｎ Ｏ ” と な る 。 Ｓ ５ ５ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ ５ ６
の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ５ ７ の 処 理 に 移 る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ３ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ３ ９ 】
　 Ｓ ５ ６ の 処 理 で は 、 当 り 用 停 止 制 御 テ ー ブ ル （ 図 １ ３ ） 、 操 作 さ れ た 停 止 ボ タ ン に 対 応
す る リ ー ル 、 及 び 停 止 操 作 位 置 に 基 づ い て 滑 り コ マ 数 を 決 定 す る 。 例 え ば 、 左 の 停 止 ボ タ
ン が 操 作 さ れ 、 停 止 操 作 位 置 が “ ０ ４ ” で あ る と き 、 滑 り コ マ 数 は 、 “ ４ ” と 決 定 さ
れ る 。 こ こ で 、 当 り 用 停 止 制 御 テ ー ブ ル を 使 用 し て 停 止 制 御 を 行 う の は 、 Ｓ ５ ５ の 判 別 が
“ Ｙ Ｅ Ｓ ” で あ り 、 セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ に 沿 っ て “ ベ ル － ベ ル － ベ ル ” が 並 ぶ 可 能 性 が あ
る た め で あ る 。 な お 、 前 述 の よ う に 、 セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ に 沿 っ て “ ベ ル － ベ ル － ベ ル ”
が 並 ぶ か 否 か が 確 定 す る の は 、 第 ２ 停 止 操 作 が 行 わ れ た と き で あ る 。 従 っ て 、 後 述 の よ う
に 、 Ｓ ５ ６ の 処 理 の 後 、 は ず れ 用 の 停 止 制 御 テ ー ブ ル （ 図 １ ４ 、 図 １ ５ ） が 使 用 さ れ る 場
合 が あ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ５ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ １ ５ １ 】
　 図 ２ ３ の Ｓ ９ １ の 処 理 で は 、 サ ブ Ｃ Ｐ Ｕ ７ ４ は 、 「 内 部 当 選 役 コ マ ン ド 」 が 「 Ｂ Ｂ 」 に
内 部 当 選 し た こ と を 示 す か ど う か を 判 別 す る 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ ９ ２ の
処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ９ ５ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ ９ ２ の 処 理 で は 、 Ｂ Ｂ 間 ゲ ー ム
数 カ ウ ン タ の 値 を 参 照 す る 。 続 い て 、 カ ウ ン タ の 値 が “ １ ” で あ る か 、 す な わ ち Ｂ Ｂ 遊 技
状 態 が 終 了 し た ゲ ー ム の 次 の ゲ ー ム で Ｂ Ｂ に 内 部 当 選 し た か ど う か を 判 別 す る （ Ｓ ９ ３ ）
。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｃ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ フ ラ グ を セ ッ ト し （ Ｓ ９ ４ ） 、

Ｓ ８ １ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 図 ２ ２ の Ｓ ８ ５ の 処 理 に 移 る 。 こ こ で 、 Ｂ Ｂ
フ ラ グ と は 、 Ｂ Ｂ に 内 部 当 選 し て い る か 否 か を 示 す も の で あ る 。 ま た 、 Ｃ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ 、
Ｎ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ と は 、 Ｂ Ｂ 遊 技 状 態 が 終 了 し た 後 、 夫 々 Ｃ Ｓ Ｔ 、 Ｎ Ｓ Ｔ が 発 生 す る こ と と
な る Ｂ Ｂ を 示 す 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ５ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ５ ２ 】
　 Ｓ ９ ５ の 処 理 で は 、 今 回 の ゲ ー ム よ り 前 に Ｂ Ｂ に 内 部 当 選 し て い る か 、 す な わ ち Ｂ Ｂ フ
ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る か ど う か を 判 別 す る 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、
Ｓ ８ １ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ９ ６ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ ９ ６ の 処 理 で は 、 「 一
般 中 Ｓ Ｔ 演 出 開 始 コ マ ン ド 」 を 受 信 し た か 否 か を 判 別 す る 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き
は 、 Ｓ ９ ７ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ８ １ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ ９ ７ の 処
理 で は 、 後 で 図 ２ ５ を 参 照 し て 説 明 す る Ｓ Ｔ 発 生 決 定 選 択 処 理 （ 一 般 中 用 ） を 行 い 、

Ｓ ８ １ の 処 理 に 移 る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ５ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ５ ４ 】
　 初 め に 、 サ ブ Ｃ Ｐ Ｕ ７ ４ は 、 Ｓ Ｔ を 発 生 さ せ る か 否 か の 抽 選 を 行 う （ Ｓ １ ０ １ ） 。 具 体
的 に は 、 “ ０ ” ～ “ １ ２ ７ ” の 範 囲 か ら 乱 数 を 抽 出 し 、 そ の 乱 数 値 が “ ０ ” ～ “ ６ ３ ” の
範 囲 内 の も の で あ る と 、 Ｓ Ｔ の 発 生 に 当 選 と す る 。 次 に 、 Ｓ Ｔ の 発 生 に 当 選 し た か 、 す な
わ ち Ｂ Ｂ 遊 技 状 態 が 終 了 し た 後 、 Ｓ Ｔ を 発 生 さ せ る か 否 か を 判 別 す る （ Ｓ １ ０ ２ ） 。 こ の
判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ １ ０ ３ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ８ １
の 処 理 に 移 る 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ５ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ５ ５ 】
　 Ｓ １ ０ ３ の 処 理 で は 、 Ｃ Ｓ Ｔ 又 は Ｎ Ｓ Ｔ の い ず れ を 発 生 さ せ る か を 決 定 す る た め の 抽 選
を 行 う 。 具 体 的 に は 、 “ ０ ” ～ “ １ ２ ７ ” の 範 囲 か ら 乱 数 を 抽 出 し 、 そ の 乱 数 値 が “ ０ ”
～ “ ２ ５ ” の 範 囲 内 の も の で あ れ ば Ｃ Ｓ Ｔ を 発 生 さ せ 、 そ れ 以 外 の 範 囲 の も の で あ れ ば Ｎ
Ｓ Ｔ を 発 生 さ せ る と 決 定 す る 。 続 い て 、 Ｓ １ ０ ３ の 処 理 で Ｃ Ｓ Ｔ を 発 生 さ せ る と の 決 定 を
し た か ど う か を 判 別 し （ Ｓ １ ０ ４ ） 、 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ １ ０ ５ の 処 理 に
移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ １ ０ ６ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ １ ０ ５ の 処 理 で は 、 Ｃ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ
フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 Ｓ １ ０ ６ の 処 理 で は 、 Ｎ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 こ れ ら
２ つ の フ ラ グ の 種 別 に 応 じ て 、 後 述 の 図 ２ ６ の 処 理 が 行 わ れ る 。 続 い て 、 Ｓ ８ １
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の 処 理 に 移 る 。
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ５ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ５ ９ 】
　 次 に 、 サ ブ Ｃ Ｐ Ｕ ７ ４ は 、 「 全 リ ー ル 停 止 コ マ ン ド 」 を 受 信 し た か ど う か を 判 別 す る （
Ｓ １ １ ３ ） 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 「 入 賞 役 コ マ ン ド 」 を 受 信 し た か ど う か を
判 別 す る （ Ｓ １ １ ４ ） 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 「 入 賞 役 コ マ ン ド 」 に 含 ま れ る
メ ダ ル の 払 出 し 枚 数 の 情 報 は 、 “ １ ５ 枚 ” を 示 す か ど う か 、 す な わ ち セ ン タ ー ラ イ ン ８ ｃ
に 沿 っ て “ ベ ル － ベ ル － ベ ル ” が 並 ん だ か ど う か を 判 別 す る （ Ｓ １ １ ５ ） 。 こ の 判 別 が “
Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ １ １ ６ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ ８ １ の 処 理 に
移 る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ６ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ６ ０ 】
　 Ｓ １ １ ６ の 処 理 で は 、 Ｃ Ｓ Ｔ 準 備 フ ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る か ど う か を 判 別 す る （ Ｓ １
１ ６ ） 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ １ １ ７ の 処 理 に 移 り 、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ
１ １ ８ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ １ １ ７ の 処 理 で は 、 Ｃ Ｓ Ｔ フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 Ｓ １ １ ８ の 処 理
で は 、 Ｎ Ｓ Ｔ フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 続 い て 、 Ｓ １ １ ０ 又 は Ｓ １ １ １ の 処 理 で セ ッ ト し た Ｃ
Ｓ Ｔ 準 備 フ ラ グ 又 は Ｎ Ｓ Ｔ 準 備 フ ラ グ を ク リ ア し （ Ｓ １ １ ９ ） 、 Ｓ ８ １ の 処 理 に
移 る 。
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ６ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ６ ２ 】
　 初 め に 、 サ ブ Ｃ Ｐ Ｕ ７ ４ は 、 「 Ｂ Ｂ 終 了 コ マ ン ド 」 を 受 信 し た か ど う か を 判 別 す る （ Ｓ
１ ２ １ ） 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｃ Ｓ Ｔ 付 き Ｂ Ｂ フ ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る か
ど う か を 判 別 す る （ Ｓ １ ２ ２ ） 。 こ の 判 別 が “ Ｙ Ｅ Ｓ ” の と き は 、 Ｓ １ ２ ３ の 処 理 に 移 り
、 “ Ｎ Ｏ ” の と き は 、 Ｓ １ ２ ６ の 処 理 に 移 る 。 Ｓ １ ２ ３ の 処 理 で は 、 Ｃ Ｓ Ｔ フ ラ グ を セ ッ
ト す る 。 続 い て 、 Ｂ Ｂ フ ラ グ を ク リ ア し （ Ｓ １ ２ ４ ） 、 Ｃ Ｓ Ｔ 、 Ｎ Ｓ Ｔ 、 又 は Ｓ Ｔ 無 し に
応 じ て 、 Ｓ Ｔ が 発 生 す る か 否 か を 報 知 す る よ う に 画 像 制 御 回 路 ８ １ を 制 御 す る （
Ｓ １ ２ ５ ） 。 Ｓ １ ２ ５ の 処 理 に よ り 、 Ｃ Ｓ Ｔ フ ラ グ 又 は Ｎ Ｓ Ｔ フ ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る
場 合 に は 、 キ ャ ラ ク タ Ａ が レ ー ス で 優 勝 す る 様 子 を 示 す 画 像 （ 図 ６ （ ３ ） ） 、 及 び Ｓ Ｔ が
発 生 す る こ と を 確 定 的 に 報 知 す る 画 像 （ 図 ６ （ ４ ） ） が 表 示 さ れ る 。 他 方 、 Ｃ Ｓ Ｔ フ ラ グ
又 は Ｎ Ｓ Ｔ フ ラ グ の い ず れ も セ ッ ト さ れ て い な い 場 合 に は 、 キ ャ ラ ク タ Ａ が 優 勝 す る こ と
が で き な い 様 子 を 示 す 画 像 （ 図 示 せ ず ） 及 び Ｓ Ｔ が 発 生 し な い こ と を 確 定 的 に 報 知 す る 画
像 （ 図 ６ （ ４ ） ） が 表 示 さ れ る 。 続 い て 、 Ｓ １ ２ １ の 処 理 に 移 る 。 こ こ で 、 Ｓ １ ２ ５ の 演
出 及 び 報 知 の 内 容 は 、 後 で 説 明 す る Ｓ １ ２ ９ 又 は 図 ２ ８ の 処 理 で 決 定 さ れ る 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ７ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ １ ７ １ 】
　 こ こ で 、 Ｓ １ ３ ８ の 処 理 で セ ッ ト さ れ た 演 出 デ ー タ は 、 遊 技 履 歴 に 応 じ て 、 図 の Ｓ
１ ２ ９ の 処 理 で ク リ ア さ る こ と が あ る 。
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ８ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ８ １ 】
　 実 施 例 で は 、 有 利 な 状 況 が 発 生 す る か 否 か の 確 定 的 な 報 知 に 関 連 す る 演 出 を Ｂ Ｂ 遊 技 状
態 に お い て 継 続 し て 行 う よ う に し て い る が 、 こ れ に 限 ら れ る も の で は な い 。 例 え ば 、 Ｒ Ｂ
遊 技 状 態 に お い て の み 、 上 記 演 出 を 行 う よ う に し て も よ い 。 ま た 、 例 え ば 、 複 数 回 発 生 す
る Ｒ Ｂ 遊 技 状 態 毎 に 物 語 が 完 結 す る よ う に す る 。 そ し て 、 複 数 回 の 物 語 の 各 々 の 結 末 に 基
づ い て 有 利 な 状 況 の 発 生 の 有 無 を 予 測 で き る よ う に 、 或 い は 報 知 す る し て も よ い 。

例 え ば 、 Ｒ Ｂ 遊 技 状 態 毎 に レ ー ス の 物 語 を 表 示 す る 。 複 数 回 行 わ れ る レ ー
ス の 総 合 の 順 位 に よ っ て 有 利 な 状 況 が 発 生 す る か ど う か を 予 測 で き る よ う に 、 或 い は 報 知
す る よ う に し て も よ い 。 ま た 、 Ｒ Ｂ 遊 技 状 態 に お け る 物 語 の 結 末 が 所 定 の も の で あ る 場 合
、 次 に 行 わ れ る Ｂ Ｂ 中 一 般 遊 技 状 態 を 遊 技 者 に と っ て 有 利 な 状 況 （ 例 え ば 、 Ｓ Ｔ 或 い は Ａ
Ｔ ） と す る こ と も で き る 。
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